
平
成
十
七
年
環
境
省
令
第
九
号

環
境
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利

用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律

第
百
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
並
び
に
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保

存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
環
境
省
の
所
管
す
る
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
環
境
省
の
所
管
す
る
法
令

に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
民
間
事
業
者
等
が
、
環
境
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
保
存
等
を
、
電
磁
的
記
録
を
使
用
し
て
行
う
場
合

に
つ
い
て
は
、
他
の
法
律
及
び
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
民
間
事
業
者
等
が
行

う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使

用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
保
存
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
保
存
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
保
存
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

第
四
条
　
民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
保
存
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に

よ
り
保
存
す
る
方
法

二
　
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み
取

っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁

的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法

２
　
民
間
事
業
者
等
が
、
前
項
各
号
の
規
定
に
基
づ
く
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
ち
に
整
然
と
し
た
形
式
及
び
明
瞭
な
状
態
で
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に
表
示
及
び
書
面
を
作
成
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
き
、
同
一
内
容
の
書
面
を
二
以
上
の

事
務
所
等
（
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
の
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
保
存
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
民
間
事
業
者
等
が
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
二
以
上
の
事
務
所

等
の
う
ち
、
一
の
事
務
所
等
に
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
電
磁
的
記
録
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
他
の
事
務
所
等
に
備
え
付
け
た
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
及
び
書
面
を
作
成
で
き

る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
当
該
他
の
事
務
所
等
に
当
該
書
面
の
保
存
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
第
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
作
成
）

第
五
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
作
成
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
作
成
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

第
六
条
　
民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
場
合
は
、

当
該
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録

媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
五
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
縦
覧
等
）

第
七
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
縦
覧
等
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
の
四
、
第
九
条
の
十
第
八
項
、
第
十
五
条
の
二
の
四
及
び
第
十
五
条
の

四
の
四
第
三
項
、
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
八
項
並
び
に
汚
染
土
壌

処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第
十
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
縦
覧
等
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
）

第
八
条
　
民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
条
に
規
定
す
る
書
面
の
縦
覧
等
に
代
え
て

当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
縦
覧
等
を
行
う
場
合
は
、
当
該
縦
覧
等
に
係
る
事
項

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
、
当
該
民
間
事
業
者
等
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に

表
示
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
交
付
等
）

第
九
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
交
付
等
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十

七
号
）
第
十
八
条
の
十
五
第
一
項
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
九
項
、
第
十
二
条
の

二
第
十
項
、
第
十
四
条
第
十
三
項
、
第
十
四
条
の
二
第
四
項
、
第
十
四
条
の
三
の
二
第
三
項
（
第
十
四
条
の
六
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
四
第
十
三
項
及
び
第
十
四
条
の
五
第
四
項
、
土
壌
汚
染
対
策
法

第
二
十
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省

令
第
五
条
第
二
十
三
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
三
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
及
び
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
二
十
四
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三

百
号
）
第
六
条
の
十
二
第
二
号
（
第
六
条
の
十
五
第
二
号
に
お
い
て
、
そ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）

第
八
条
の
四
の
六
及
び
第
八
条
の
十
七
の
三
並
び
に
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二

十
九
号
）
第
六
十
五
条
第
十
四
号
、
第
六
十
六
条
第
一
号
（
第
七
十
六
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
二
号
（
第
七
十
六
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
交
付
等

と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
）

第
十
条
　
民
間
事
業
者
等
が
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
条
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
等
に
代
え
て

当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
交
付
等
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
交
付
等
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続

す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
す
る
方
法

ロ
　
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
交
付
等
の
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
る
交
付
等
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
民
間
事
業
者
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す

る
方
法

２
　
前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
交
付
等
の
相
手
方
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
）

第
十
一
条
　
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

1



一
　
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
民
間
事
業
者
等
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
〇
日
環
境
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
環
境
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
環
境
省
令
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
環
境
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
九
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
監
督
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
特
例
民
法
法
人
に
係
る
環
境
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
省
令
第
九
条

に
基
づ
く
書
面
の
保
存
に
代
え
て
行
わ
れ
る
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
環
境
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
二
八
日
環
境
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
六
日
環
境
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令

第
四
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
七
日
環
境
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
附
則
第
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
二
二
日
環
境
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
八
月
一
六
日
環
境
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
一
五
日
環
境
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
及
び
第
六
条
の
規
定
　
令
和
四
年
四
月
一
日

二
　
第
三
条
及
び
第
七
条
の
規
定
　
令
和
五
年
十
月
一
日

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
環
境
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
一
九
日
環
境
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
二
月
二
〇
日
環
境
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九

十
七
号
）

第
十
八
条
の
十
五
第
三
項
及
び
第
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
七
条
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
（
第
九
条
の
八
第
五
項
（
第
十

五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

九
条
の
九
第
五
項
（
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
条
の
十
第
五
項
（
第
十
五
条
の
四

の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
み
な

し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
み
、
第
十
二
条
第
十
三
項
、
第
十
二
条

の
二
第
十
四
項
、
第
十
四
条
第
十
七
項
及
び
第
十
四
条
の
四
第
十

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
三
条
の
八
、
第

十
四
条
第
十
四
項
、
第
十
四
条
の
二
第
五
項
（
第
十
四
条
の
三
の

二
第
四
項
（
第
十
四
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
十
四
条
の
五
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

並
び
に
第
十
四
条
の
四
第
十
四
項

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
四
十
条
、
第
四
十
六
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
三
条

の
九
及
び
第
四
十
三
条
の
二
十
二

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十

三
号
）

第
二
十
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
（
い
ず
れ
も
同
条
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
第
八
項
並

び
に
第
三
十
八
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）

第
三
条
第
一
号
ニ
（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
条
の
五
第

一
項
第
一
号
に
お
い
て
そ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
第
六
条
の
五
第
一
項
第

一
号
に
お
い
て
そ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
六
条
の
二
第
四
号
及
び
第
五
号
（
第
六
条
の
六
第
二
号
、

第
六
条
の
十
二
第
四
号
及
び
第
六
条
の
十
五
第
二
号
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に

第
六
条
の
二
第
六
号
（
第
六
条
の
六
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
規
定

の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令

第
四
十
五
号
）

第
四
条
第
二
号
及
び
第
三
号

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第
二
十

五
号
）

第
十
四
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
十
条
第
二
号
及
び
第

三
号

2



水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）

第
九
条
第
九
号

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

第
十
六
条
の
八
第
二
項
、
第
十
六
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
十
六

条
の
十
七

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）

第
六
条
の
十
九
第
二
項
、
第
十
条
の
七
第
一
号
ニ
及
び
ヘ
並
び
に

第
十
三
条
の
十
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
程
（
昭
和
四
十
九
年
総
理
府
・
通
商
産
業
省

令
第
四
号
）

第
十
九
条

環
境
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受

け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十

二
年
総
理
府
令
第
九
十
八
号
）

第
二
十
八
条

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環

境
省
令
第
二
十
九
号
）

第
六
十
五
条
第
四
号
及
び
第
六
十
六
条
第
三
号
（
第
七
十
六
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

環
境
省
関
係
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
環
境
省

令
第
三
号
）

第
三
十
九
条

汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十

一
年
環
境
省
令
第
十
号
）

第
六
条

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北

地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の

事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る

環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法

施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三
十

三
号
）

第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
ハ
及
び
第
五
十
七
条
第
二
号

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七

号
）

第
七
条
第
十
五
項
（
第
九
条
の
八
第
五
項
（
第
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
の
九
第
五
項
（
第
十
五
条

の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
九
条
の
十

第
五
項
（
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
み
、
第
十
二
条
第
十
三
項
、

第
十
二
条
の
二
第
十
四
項
、
第
十
四
条
第
十
七
項
及
び
第
十
四
条
の
四
第

十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
九
項
、
第
十

二
条
の
二
第
十
項
、
第
十
三
条
の
八
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項

浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四

十
三
号
）

第
四
十
条

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
五
十
三
号
）

第
二
十
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

並
び
に
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
環
境
省
令
第

十
号
）
第
五
条
第
二
十
三
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
（
同
条
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
汚
染
土
壌
処
理
業
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
二

十
四
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
並

び
に
第
二
十
二
条
第
八
項

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三

百
号
）

第
六
条
の
二
第
四
号
（
第
六
条
の
六
第
二
号
、
第
六
条
の
十
二
第
四
号
及

び
第
六
条
の
十
五
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
の
二
第
六
号
（
第
六
条
の
六
第
二
号
に
お
い
て

そ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六
条
の
十

二
第
一
号
及
び
第
二
号

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

二
十
五
年
政
令
第
四
十
五
号
）

第
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
四

年
政
令
第
二
十
五
号
）

第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
十
条
第
一
号
及
び
第
二
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省

令
第
三
十
五
号
）

第
八
条
の
四
の
六
、
第
八
条
の
十
七
の
三
、
第
十
条
の
七
第
一
号
ハ
及
び

ホ
並
び
に
第
十
三
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十

四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）

第
六
十
五
条
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
、
産
業
廃
棄

物
収
集
運
搬
業
及
び
特
別
管
理
産
業
廃

棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
要
し
な
い

者
並
び
に
産
業
廃
棄
物
管
理
票
の
交
付

を
要
し
な
い
場
合
に
関
す
る
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
特
例
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十

七
年
環
境
省
令
第
四
号
）

第
二
条
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ハ
、
第
四
条
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ハ
並

び
に
第
五
条
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ハ
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